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河川区域だけでなく、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が
想定される地域）にわたる地域において、あらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。
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• 川を流れる水の源は、川の上に降った雨だけで
はありません。

• 大地に降った雨も、地表を流れたり地中に染みこみ
ながら、川に流れ込みます。この雨が川に入ってく
る範囲を「流域」と呼びます。

• これまでの治水対策は河川管理者による河川区域等の
整備が主体でした。

• しかし、昨今の気候変動による水災害リスク
の増加によって、これまでの河川整備等の治水
対策だけでは流域を洪水から守り切るこ
とができません。

• だからこそ、これからの治水対策は河川だけではな
く私たちが生活する大地にも目を向け、
流域に関わるあらゆる関係者（国・県・
市町村・企業・住民等）が協働して対策を進
めていく必要があります。それが「流域治水」です。

• 例えば、各家庭で雨水を貯める施設を設置したり、水害時
の自身の防災行動を整理したマイタイムラインを作成した
り、一人一人の行動が流域治水の推進につ
ながります。

流域治水とは

流域治水のイメージ図

（参考資料）流域治水とは

リスクが低い
地域への移転

資料３


